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食品安全モニターからの報告（平成１９年７月分） 

～ 中国産食品等関係抜粋 ～ 

 

 

○ 中国産の輸入食品の安全性について  

中国産の輸入食品の安全性について不安を感じます。中国産の輸入食品の検査体制

強化とともに、輸入元による契約農家への教育や指導、また加工食品や外食の際にも

原材料の産地がどこかなど、様々な情報の提供を求めます。 
（大阪府 女性 29歳 その他消費者一般） 

○ リスクの高い中国産食品について  

中国産食品のリスクが高いと情報が流れています。メディアでも取り上げられてい

ますが、どのような項目を輸入時にチェックしているかについて、メディアを通じて

明示してはいかがでしょうか。 
（高知県 女性 49歳 医療・教育職経験者） 

【厚生労働省からのコメント】 

中国産食品を含め、輸入食品の監視・指導に当たっては、統計学的に一定の信

頼度で法違反を発見することが可能な検査数を基本に、食品毎に違反率や輸入量

を考慮して策定した年間計画及び海外情報等に基づきモニタリング検査を実施し

ています。モニタリング検査での違反又は海外情報等に基づく健康に及ぼす影響

の程度などを踏まえ、検査命令（輸入者に対し、輸入の都度全ロット検査を命じ、

結果が判明し適法であることが確認されなければ輸入できない制度）の措置を講

じており、食品衛生法に違反する食品は廃棄等の措置をとり輸入を防止していま

す。中国産食品については、8月 14日現在、59品目が検査命令の対象となってお
り、全ロット検査を実施し、規制を強化しています。 

また、輸入者による確認として、中国産食品の安全性問題を踏まえ、中国にお

いて違法に製造されたものではないこと、原材料や検査データ等が我が国の食品

衛生法に適合すること等について改めて確認を行うよう指導しています。 

さらに、厚生労働省では、違反食品の輸入を未然に防止する観点から、輸出国

政府に対して我が国の規制の周知や、検査方法などの情報提供を行うとともに、

違反が発生した場合には、再発防止の観点から、輸出国政府に対して安全対策を

求め、必要に応じて職員を派遣して現地調査を行うなどの対策をとっているとこ

ろです。 

また、検疫所における検査体制の強化として、検査員の増員、検査設備の増設、

検査の一部の外部委託などを行っています。 

今般、中国産食品に対する消費者の不安が高まっている状況に鑑み、7月 20日
には「輸入品の安全確保に関する緊急官民合同会議」が開催されました。この会

議を受けて、7月 30日より、全国 13ヶ所で食品の輸入者に対し「輸入食品の安全
性確保に関する輸入者説明会」を開催しました。さらに 8 月 6 日には、北京にお
いて「中国政府との専門家同士による意見交換」が開催され、中国における輸出
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食品の安全性確保体制について、両国の専門家による緊密な意見交換を行ったと

ころです。 

なお、輸入食品の検疫のしくみや検査体制、モニタリング検査の項目や結果、

検査命令や違反事例についてなど、輸入食品監視業務に関する情報については、

従来よりホームページに掲載し、情報提供しています。 

http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1.html 
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